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 大津市北部クリーンセンター監視連絡会設置要綱 

                         

 （目的） 

第１条 大津市北部クリーンセンター（以下｢センター｣という。）の円滑な運営を図るために必要な事

項を協議するため、大津市北部クリーンセンター監視連絡会（以下｢監視連絡会｣という。）を設置す

る。 

（協議する事項） 

第２条 監視連絡会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） センターの運転状況の監視に係る事項 

（２） 環境保全協定に定める遵守事項の履行の確認に係る事項 

（３） その他必要な事項 

（構成） 

第３条 監視連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 （１） 地元自治会から選出された者   

（２） 市長が指名する市職員  

（３） その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 監視連絡会の構成員の任期は、２年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会議） 

第５条 監視連絡会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ、次条の規定により庶務を担当する

所属の長（以下「庶務担当所属長」という。）が招集する。 

２ 会議は、あらかじめ庶務担当所属長が構成員のうちから指名した座長が進行するものとする。 

（庶務） 

第６条 監視連絡会の庶務は、北部クリーンセンターにおいて処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、監視連絡会について必要な事項は、市長が定める。 

 



 

 

   付 則 

１ この要綱は、平成元年３月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に開催される委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず管理者が招集する。 

３ この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第４条の規定にかかわらず平成２年３月 31 日ま

でとする。 

   付 則 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に開催される委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず市長が招集する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２５年３月２５日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

   

大津市北部クリーンセンター 
令和６年度稼働状況 

      
  



１ 

 

 [１] 令和６年度稼働状況 

１．ごみの搬入量（月別データは P11 に記載） 

 （１）焼却施設 

 令和６年度 令和５年度 対前年比（％） 

  ｔ ３３，８６４．９０ ３４，７７７．４６ －２．６ 

  

 （２）リサイクル施設 

 令和６年度 令和５年度 対前年比（％） 

ｔ ２，７７５．９４ ２，８７２．４６ －３．４ 

  

 （３）プラ容器資源化施設 

 令和６年度 令和５年度 対前年比（％） 

  ｔ １，６９８．９３ １，７３１．０９ －１．９ 

 

２．ごみの搬入台数（月別データは P12 に記載） 

 （１）焼却施設 

 令和６年度 令和５年度 対前年比（％） 

  台 ２２，９２８ ２２，５５０ １．７ 

  

 （２）リサイクル施設 

 令和６年度 令和５年度 対前年比（％） 

  台 １５，３０５ １５，０２３ １．９ 

 

 （３）プラ容器資源化施設 

 令和６年度 令和５年度 対前年比（％） 

台 ４，１１３ ４，０１８ ２．４ 

 

３．ごみの焼却量（月別データは P13 に記載） 

 令和６年度（ｔ） 令和５年度（ｔ） 対前年比（％） 

１号炉 １５，５７１．３７ １６，５８７．２１ －６．１ 

２号炉 １７，２６２．７２ １７，４５６．１４ －１．１ 

合 計 ３２，８３４．０９ ３４，０４３．３５ －３．６ 

焼 却 

日 数 
２炉延べ ４６８日 ２炉延べ ４９６日 －５．６ 

 

４．鳥インフルエンザ感染患畜処理量（令和６年度：０件、令和５年度：０件） 

令和６年度処理量（ｔ） ０ 

令和５年度処理量（ｔ） ０ 

 



２ 

 

５．排ガスの状況（施設内設置の自動測定機による測定結果） 

 
項目 

 年平均値 
協定値 

令和６年度 令和５年度 

１ 窒素酸化物 ３１ ppm ２９ ppm ５０ ppm 

２ 塩化水素 １０ ppm  ９ ppm ５０ ppm 

３ 硫黄酸化物 ２ ppm ２ ppm ３０ ppm 

４ ばいじん 0.005 g/㎥ N未満 0.005 g/㎥ N未満 0.01 g/㎥ N 

(詳細は P15、P16)  

 

６．大気環境測定結果    

 
項目 

年平均値 
環境基準値 

  令和６年度 令和５年度 

伊香立

支所 

二酸化窒素 0.003 ppm 0.003 ppm 

0.04 ～  0.06 ppm

までの範囲内又は

それ以下 

二酸化硫黄 <0.001 ppm <0.001 ppm 0.04 ppm以下 

浮遊粒子状物質 0.013 mg/㎥ 0.013 mg/㎥ 0.10 mg/㎥以下 

上龍華 

二酸化窒素 0.002 ppm 0.002 ppm 

0.04 ～  0.06 ppm

までの範囲内又は

それ以下 

二酸化硫黄 <0.001 ppm <0.001 ppm 0.04 ppm以下 

浮遊粒子状物質 0.011 mg/㎥ 0.012 mg/㎥ 0.10 mg/㎥以下 

 

(詳細は P17～P19)  

 

  



３ 

 

７．第三者機関による測定結果 

 測定項目 測定回数 測定地点 測定結果 

１ 排ガス 年 6 回(4 月、 

7 月、9 月、 

11 月、1 月、 

2 月) 

(水銀のみ 4 月、

7 月、11 月、 

2 月の年４回) 

焼却炉煙道 

 

・窒素酸化物      22 ～ 35 ppm (協定値  50 ppm） 

・塩化水素          <3 ～ 5 ppm  (協定値  50 ppm） 

・硫黄酸化物        <2 ～ 3 ppm (協定値  30 ppm) 

・ばいじん        <0.001 g/㎥ N (協定値 0.01 g/㎥ N) 

・水銀        <2 ～ 9 μg/㎥ N (協定値 30 μg/㎥ N)   

・ダイオキシン類 0.00000076 ～ 0.00043 ng-TEQ/㎥N 

（協定値 0.05 ng-TEQ/㎥N）（詳細P4） 

２ 灰中のダイオ

キシン類 

年 4 回 

(4 月、7 月、 

10 月、2 月) 

焼却灰、 

飛灰処理物 

・焼却灰         0.000036 ～ 0.0029 ng-TEQ/g 

・飛灰処理物     0.076 ～ 0.22 ng-TEQ/g 

（処理基準値 3 ng-TEQ/g）（詳細 P5） 

３ 悪臭 年 2 回 

(6 月、11 月) 

敷地境界 2 地点 ・臭気指数     2 地点とも 10 未満 

（規制基準値 15） 

４ 河川及び農業

用池の水質 

年 2 回 

(5 月、10 月) 

喜登呂川、 

真野川、 

和邇川、 

八反池、 

重箱池 

・下記以外の全項目 環境基準満足 

（和邇川の大腸菌数、八反池及び重箱池の COD は環境基準

超過）       （10 月測定結果の詳細 P7 ～ 10） 

・ダイオキシン類  0.047 ～ 0.40 pg-TEQ/L 

（環境基準値 1 pg-TEQ/L)（詳細 P5） 

５ 土壌 年 2 回 

(5 月、10 月) 

上野台地等 

3 地点 

・重金属等 10 項目  環境基準満足 

（水銀、カドミウム、ヒ素、銅、六価クロム、鉛等） 

年 1 回 

(10 月) 

下龍華町等 

10 地点 

・ダイオキシン類  0.0096 ～ 0.12 pg-TEQ/g 

（環境基準値 1,000 pg-TEQ/g）（詳細 P6） 

６ 玄米 年 1 回 

(10 月) 

上野台地等 

3 地点 

・重金属等 6 項目  例年通りの低濃度 

（水銀、カドミウム、ヒ素、銅、六価クロム、鉛） 

・カドミウム    0.05 mg/kg 以下 

（食品衛生法基準値 カドミウム：0.4 mg/kg 以下） 

７ 測定車による

大気調査 

年 5 回 

5 月、8 月 

10 月、 

11～12 月、 

1～2 月 

途中町、 

北在地町、 

伊香立中学校 

・二酸化窒素    全地点環境基準満足 

・二酸化硫黄    全地点環境基準満足 

・浮遊粒子状物質  全地点環境基準満足 

（詳細 P22） 

８ 降下ばいじん

量及び雨水 pH 

年 5 回 

(同上) 

調整池、 

伊香立支所 

・降下ばいじん量  平均 1.5 t/k ㎡/月（調整池）、 

          平均 1.1 t/k ㎡/月（伊香立支所） 

(※1  降下ばいじん量の指標値 20 t/k ㎡/月) 

・雨水 pH      平均 5.8（調整池）、 

平均 5.7（伊香立支所） 



４ 

 

(令和５年度全国年間平均値 pH 5.0) 

９ 環境大気中の

塩化物濃度 

及び水銀濃度 

年 4 回 

5 月、 

8 月、 

10 月、 

1～2 月 

途中町、 

北在地町、 

伊香立中学校、

上龍華町、 

伊香立支所 

・塩化物濃度     〈0.3 ～ 3.1 μg/㎥ 

・水銀濃度      0.86 ～ 1.5 ng/㎥ 

(※2 塩化水素目標環境濃度 0.02 ppm ≒30 μg/㎥以下) 

(※3 水銀指針値：年平均値 40 ng/㎥以下) 

10 環境大気中の

ダイオキシン

類 

年 2 回 

(5 月、10 月) 

伊香立支所、 

上龍華 

・伊香立支所      平均 0.0029 pg-TEQ/㎥ 

・上龍華        平均 0.0029 pg-TEQ/㎥ 

（環境基準値 0.6 pg-TEQ/㎥以下） 

※1 降下ばいじん指標値：「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」 

（平成２年７月３日環大自８４号） 

※2 塩化水素目標環境濃度：環境庁大気保全局長通達（昭和５２年６月１６日大規第１３６号） 

※3 水銀指針値：「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」について(通知) 

（平成１５年９月３０日環境省環境管理局長通） 

 

８．ダイオキシン類測定結果詳細                         

（１）北部クリーンセンター焼却炉排ガス 

                             単位：ng-TEQ/㎥ N 

      採取場所 

採取日 
１号炉 ２号炉 

令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 ０．００００００７８ ０．００００００６３ 

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日 ０．００００００５６ ０．００００００５０ 

令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 ０．００００２８ ０．０００００１６ 

令和５年１１月２１日 ０．０００２２ ０．０００１８ 

令和６年１月２４日 ０．００００１７ ０．００００１４ 

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日 ０．０００００１８ ０．００００３２ 

令和５年度平均値 ０．００００４５ ０．００００３８ 

令 和 ６ 年 ４ 月 ４ 日 ０．００００１８ ０．００００４８ 

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 ０．００００２９ ０．００００１７ 

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 ０．００００２２ ０．００００１８ 

令和６年１１月１９日 ０．００００００７６ ０．００００００９６ 

令和７年１月１７日 ０．００００１４ ０．００００４９ 

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日 ０．０００４３ ０．００００４８ 

令和６年度平均値 ０．００００８６ ０．００００３０ 

協定値：０．０５ ng-TEQ/㎥ N、排出基準値：１ ng-TEQ/㎥ N 

 



５ 

 

（２）北部クリーンセンター焼却残さ 

                                                         単位：ng-TEQ/g 

      採取場所 

採取日 

焼却灰（主灰） 飛灰処理物 

（※） １号炉 ２号炉 

令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 ０．００２４ ０．００１１ ０．１７ 

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日 ０．００１５ ０．０００８７ ０．１７ 

令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 ０．００１３ ０．０００００１ ０．１６ 

令和６年１月２４日 ０．００２９ ０．０１６ ０．１４ 

令和５年度平均値 ０．００２０ ０．００４５ ０．１６ 

令 和 ６ 年 ４ 月 ４ 日 ０．００２３ ０．０００７０ ０．１８ 

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 ０．００２０ ０．００１３ ０．０７６ 

令和６年１０月２日 

（休炉の関係で１号炉のみ

令和６年９月２０日採取） 

０．００００３６ ０．００２９ ０．１７ 

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日 ０．００１８ ０．００１５ ０．２２ 

令和６年度平均値 ０．００１５ ０．００１６ ０．１６ 

※最終処分する際の飛散防止、重金属の溶出防止等の為、飛灰を薬剤処理したもの。 

    処理基準値：３ ng-TEQ/g 

 

（３）周辺河川及び農業用池 

                          単位：pg-TEQ/L 

       採 取 場 所    

採取日     
八反池 重箱池 喜登呂川 真野川 和邇川 

令和６年５月３０日 

※降雨による濁水のため、真野川

のみ令和６年６月５日に採取 

0.057 0.048 0.083  0.40 0.13 

令和６年１０月１８日 0.048 0.047 0.054 0.10 0.053 

 
(R5:0.046) 

(R4:0.062) 

(R5:0.049) 

(R4:0.064) 

(R5:0.054) 

(R4:0.077) 

(R5:0.42) 

(R4:0.23) 

(R5:0.061) 

(R4:0.073) 

                   （  ）内は、過去の測定結果平均値     

   環境基準値：１ pg-TEQ/L                 

 

 



６ 

 

（４）周辺環境土壌 

                         単位：pg-TEQ/g  

採取日 採取場所 

令和６年１０月１１日 

下龍華 

（児童公園） 

下在地 

（山中 

グランド） 

生津 

（若宮神社） 

向在地 

（児童公園） 

南庄 

（グランド） 

0.065 0.062 0.12 0.017 0.0096 

(R5:0.056) 

(R4:0.083) 

(R5:0.054) 

(R4:0.29) 

(R5:0.29) 

(R4:0.24) 

(R5:0.022) 

(R4:0.049) 

(R5:0.045) 

(R4:0.0072) 

途中 

（自治会館） 

上在地 

（ゲート 

ボール場） 

北在地 

（児童公園） 

上龍華 

（スポーツ

広場） 

龍華 

（運動公園） 

0.029 0.037 0.074 0.026 0.031 

(R5:0.051) 

(R4:0.017) 

(R5:0.23) 

(R4:0.11) 

(R5:0.61) 

(R4:0.051) 

(R5:0.030) 

(R4:0.026) 

(R5:0.051) 

 (R4:0.17) 

    環境基準値：１，０００ pg-TEQ/g 

  (調査指標値：２５０ pg-TEQ/g、汚染防止の観点から調査を行なう指標)   

 

 



７ 

 

９．水質測定結果詳細 

 （１）河川                         

                                 採水日：１０月２１日 

  測定項目 単位 喜登呂川 真野川 和邇川 環境基準値 

1 水素イオン濃度   ７．５ ７．６ ７．８ ６．５～８．５ 

2 生物化学的酸素要求量 mg／Ｌ ０．８ ０．９ １．１ ＜２ 

3 浮遊物質量 mg／Ｌ  ６．５ ３．０ ３．４ ＜２５ 

4 大腸菌数 CFU/100mL １７０ ２５０ ３７０ ＜３００ 

5 溶存酸素 mg／Ｌ ９．４ ９．３ ９．４ ＞７．５ 

6 カドミウム及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．００３ 

7 シアン化合物 mg／Ｌ 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

8 鉛及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０１ 

9 六価クロム化合物 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０２ 

10 ヒ素及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０１ 

11 水銀及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ 

12 アルキル水銀化合物 mg／Ｌ 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

13 PCB mg／Ｌ 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

14 ジクロロメタン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０２ 

15 四塩化炭素 mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

16 1,2-ジクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００４ ＜０．０００４ ＜０．０００４ ＜０．００４ 

17 1,1-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．１ 

18 シス-1,2-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．０４ 

19 1,1,1-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜１ 

20 1,1,2-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

21 トリクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ 

22 テトラクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０１ 

23 1,3-ジクロロプロペン mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

24 チウラム mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

25 シマジン mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．００３ 



８ 

 

 

 測定項目 単位 喜登呂川 真野川 和邇川 環境基準値 

26 チオベンカルブ mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０２ 

27 ベンゼン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ 

28 セレン及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０１ 

29 フッ素化合物 mg／Ｌ ＜０．０８ ＜０．０８ ＜０．０８ ＜０．８ 

30 ホウ素含有量 mg／Ｌ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜１ 

31 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg／Ｌ ０．１７ ０．４２ ０．７６ ＜１０ 

32 化学的酸素要求量 mg／Ｌ ３．２ ２．１ １．５ ― 

33 ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 mg／Ｌ ＜０．５ ＜０．５ ＜０．５ ― 

34 フェノール類含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ― 

35 銅含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

36 亜鉛含有量 mg／Ｌ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ― 

37 溶解性鉄含有量 mg／Ｌ ０．１９  ０．０５ ＜０．０５ ― 

38 溶解性マンガン含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

39 クロム含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ― 

40 アンチモン含有量 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ― 

41 総窒素 mg／Ｌ ０．３２ ０．４６ ０．６４ ― 

42 総りん mg／Ｌ ０．０１２ ０．０２０ ０．０１８ ― 

43 塩素イオン mg／Ｌ ７．８ ５．５ ９．４ ― 

44 1,4-ジオキサン mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０５ 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

 

（２）農業用池                         

採水日：１０月２１日 

  測定項目 単位 八反池 重箱池 環境基準値 

1 水素イオン濃度   ６．９ ６．６ ６．５～８．５ 

2 生物化学的酸素要求量 mg／Ｌ ２．４ １．３  － 

3 浮遊物質量 mg／Ｌ ８．７ ２．０ ＜１５ 

4 大腸菌数 CFU/100mL １３ ５４０  － 

5 溶存酸素 mg／Ｌ ６．８ ５．６ ＞５ 

6 カドミウム及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．００３ 

7 シアン化合物 mg／Ｌ 不検出 不検出 検出されないこと 

8 鉛及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０１ 

9 六価クロム化合物 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０２ 

10 ヒ素及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０１ 

11 水銀及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ 

12 アルキル水銀化合物 mg／Ｌ 不検出 不検出 検出されないこと 

13 PCB mg／Ｌ 不検出 不検出 検出されないこと 

14 ジクロロメタン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０２ 

15 四塩化炭素 mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

16 1,2-ジクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００４ ＜０．０００４ ＜０．００４ 

17 1,1-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．１ 

18 シス-1,2-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．０４ 

19 1,1,1-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜１ 

20 1,1,2-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

21 トリクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ 

22 テトラクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０１ 

23 1,3-ジクロロプロペン mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

24 チウラム mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

25 シマジン mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．００３ 



１０ 

 

  測定項目 単位 八反池 重箱池 環境基準値 

26 チオベンカルブ mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０２ 

27 ベンゼン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ 

28 セレン及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０１ 

29 フッ素化合物 mg／Ｌ ＜０．０８ ＜０．０８ ＜０．８ 

30 ホウ素含有量 mg／Ｌ ＜０．１ ＜０．１ ＜１ 

31 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg／Ｌ ０．０２ ０．０２ ＜１０ 

32 化学的酸素要求量 mg／Ｌ ８．８ ５．８ ＜５ 

33 ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 mg／Ｌ ＜０．５ ＜０．５ ― 

34 フェノール類含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ― 

35 銅含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

36 亜鉛含有量 mg／Ｌ ＜０．００３ ＜０．００３ ― 

37 溶解性鉄含有量 mg／Ｌ ０．０６ ０．２９ ― 

38 溶解性マンガン含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

39 クロム含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ― 

40 アンチモン含有量 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ― 

41 総窒素 mg／Ｌ  ０．８１  ０．４３ ＜１ 

42 総りん mg／Ｌ  ０．０３１  ０．０２３ ＜０．１ 

43 塩素イオン mg／Ｌ ３．５ ２．３ ― 

44 1,4-ジオキサン mg／Ｌ  ＜０．００５  ＜０．００５ ＜０．０５ 



１１ 

 

［２］令和６年度月別稼働状況 

１．ごみの搬入量 

 

 

月 
焼却施設 

（ｔ） 

リサイクル施設 

（ｔ） 

プラ容器資源化施設 

（ｔ） 

計 

（ｔ） 

４ 3,084.36 238.72 145.16 3,468.24 

５ 3,162.15 246.92 153.41 3,562.48 

６ 2,840.86 241.29 138.44 3,220.59 

７ 3,090.49 234.79 148.67 3,473.95 

８ 2,894.75 261.09 151.92 3,307.76 

９ 2,646.00 228.49 133.93 3,008.42 

10 2,952.82 219.6 143.99 3,316.41 

11 2,724.56 234.36 128.37 3,087.29 

12 3,000.15 261.07 141.12 3,402.34 

１ 2,635.27 219.28 152.54 3,007.09 

２ 2,213.10 190.41 124.98 2,528.49 

３ 2,620.39 199.92 136.40 2,956.71 

合  計 33,864.90 2,775.94 1,698.93 38,339.77 

月平均 2,822.08 231.33 141.58 3,194.98 

(R5) 

月平均 2,898.12 239.37 144.26 3,281.75 



１２ 

 

２．ごみの搬入台数 

 

月 
焼却施設 

（台） 

リサイクル施設 

（台） 

プラ容器資源化施設 

（台） 

計 

（台） 

４ 1,872 1,379 346 3,597 

５ 1,993 1,386 369 3,748 

６ 1,903 1,347 330 3,580 

７ 2,058 1,281 361 3,700 

８ 1,943 1,382 363 3,688 

９ 1,779 1,151 336 3,266 

10 2,116 1,320 383 3,819 

11 1,921 1,267 317 3,505 

12 2,028 1,574 323 3,925 

１ 1,827 1,058 351 3,236 

２ 1,666 930 302 2,898 

３ 1,822 1,230 332 3,384 

合  計 22,928 15,305 4,113 42,346 

月平均 1,911 1,275 343 3,529 

(R5) 

月平均 
   1,879    1,252    335     3,466 

 



１３ 

 

３．ごみの焼却状況 

 

月 １号炉（ｔ） ２号炉（ｔ） 計（ｔ） 備  考 

４ 1,345.33  1,981.95  3,327.28   

５ 0.00  2,450.60  2,450.60  計画停止（１号炉） 

６ 1,212.53  2,042.33  3,254.86   

７ 2,336.30  242.97  2,579.27  計画停止（２号炉） 

８ 1,859.71  786.59  2,646.30  計画停止（２号炉） 

９ 1,334.75  1,974.67  3,309.42   

10 0.00  2,393.18  2,393.18  計画停止（１号炉） 

11 1,620.85  1,392.01  3,012.86   

12 2,405.54  0.00  2,405.54  計画停止（２号炉） 

１ 2,086.40  1,461.06  3,547.46   

２ 158.65  2,102.19  2,260.84  定期点検整備 

（１号炉） 

３ 1,211.31  435.17  1,646.48  定期点検整備 

（２号炉） 

合  計 15,571.37  17,262.72  32,834.09  
 

(R5) 

合 計 
16,587.21  17,456.14  34,043.35  

 



１４ 

 

４．ごみの補完状況（燃やせるごみ） 
   

月 
総搬入量 

（ｔ） 

美化からの受託量 

（ｔ） 

美化への委託量 

（ｔ） 
備考 

４ 
3,084.36  

0 0  

５ 
3,162.15  

0 0  

６ 
2,840.86  

0 0  

７ 
3,090.49  

0 0  

８ 
2,894.75  

0 0  

９ 
2,646.00  

0 0  

10 
2,952.82  

0 0  

11 
2,724.56  

0 0  

12 
3,000.15  

0 0  

１ 
2,635.27  

0 0  

２ 
2,213.10  

0 0  

３ 
2,620.39  

0 0  

合 計 
33,864.90  

0 0 
 

(R5) 

合 計 
34,777.46 

0 0 
 

 

 



１５ 

 

５．排ガスの状況（施設内設置の自動測定機による測定結果）(「平均値」は各月の日平均

値の平均値（稼働時間が一月に満たない場合は除外）、「最大」は各月の日平均値の最大を示す。) 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最大 

 

協定値 
 

窒素酸化物 

ＮＯｘ 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

３２ ３４ 

日平均値が 

５０ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

３１ ３４ 

 

６ 
 

３３ ３５ 

 

７ 
 

３２ ３４ 

 

８ 
 

－ ３４ 

 

９ 
 

３３ ３４ 

 

10 
 

３３ ３５ 

 

11 
 

－ ３４ 

 

12 
 

３３ ３４ 

 

１ 
 

３２ ３４ 

 

２ 
 

３０ ３４ 

 

３ 
 

－ ３４ 

 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最大 
 

協定値 
 

塩化水素 

ＨＣＬ 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

１０ １５ 

日平均値が 

５０ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

１３ １８ 

 

６ 
 

１０ １６ 

 

７ 
 

１２ １９ 

 

８ 
 

－ １１ 

 

９ 
 

９ １１ 

 

10 
 

９ １２ 

 

11 
 

－ １４ 

 

12 
 

１３ １７ 

 

１ 
 

１０ １６ 

 

２ 
 

１２ １４ 

 

３ 
 

－ １８ 



１６ 

 

 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最大 
 

 

協定値 
 

硫黄 

酸化物 

ＳＯｘ 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

２ ５ 

日平均値が 

３０ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

４ ５ 

 

６ 
 

２ ５ 

 

７ 
 

４ ６ 

 

８ 
 

－ 
 

  ３ 
 

 

９ 
 

１ 
 

３ 
 

 

10 
 

１ ２ 

 

11 
 

－ 
 

４ 
 

 

12 
 

３ 
 

５ 
 

 

１ 
 

２ 
 

３ 
 

 

２ 
 

１ 
 

２ 
 

 

３ 
 

－ ５ 

 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最大 
 

 

協定値 
 

ばいじん 

(g/㎥Ｎ) 

 

４ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

日平均値が 

０．０１ ｇ／㎥Ｎ以下 

 

５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

６ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

７ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

８ 
 

 

－ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

９ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

10 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

11 
 

 

－ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

12 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

１ 
 

 

＜０．００５ 
 

＜０．００５ 

 

２ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

３ 
 

 

－ 
 

 

＜０．００５ 
 

 



１７ 

 

６．大気環境測定結果(「平均値」は各月の日平均値の平均値、「最小～最大」は各月の日平均値の最小、最大。) 

・ 伊香立支所 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

 

二酸化窒素 

ＮＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

０．００２ 
 

 

０．００１～０．００５ 
 

 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍから 

０．０６ ｐｐｍまでの 

範囲内又はそれ以下 

 

 

５ 
 

０．００２ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

６ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００４ 
 

 

７ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００３ 
 

 

８ 
 

０．００１ 
 

＜０．００１～０．００４ 
 

 

９ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００５ 
 

 

10 
 

０．００２ ＜０．００１～０．００４ 

 

11 
 

０．００２ ＜０．００１～０．００４ 

 

12 
 

０．００２ ０．００１～０．００８ 

 

１ 
 

０．００３ ＜０．００１～０．００８ 

 

２ 
 

０．００２ ０．００１～０．００６ 

 

３ 
 

０．００３ ＜０．００１～０．００６ 

 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

 

二酸化硫黄 

ＳＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

＜０．００１ 
 

 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍ以下 

 

 

５ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

６ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

７ ＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

８ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～＜０．００１ 
 

 

９ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

10 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

 

11 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

 

12 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

 

１ 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

 

２ 
 

＜０．００１ ＜０．００１～０．００１ 

 

３ 
 

＜０．００１ ＜０．００１～０．００２ 



１８ 

 

 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

 

浮遊粒子状 

物質 

ＳＰＭ 

（mg／㎥） 

 

４ 
 

 

０．０１７ 
 

 

０．００４～０．０７５ 
 

 

日平均値が 

０．１０ ｍｇ／㎥以下 

 

５ 
 

０．０１２ 
 

０．００３～０．０１９ 
 

 

６ 
 

０．０１３ 
 

０．００８～０．０２１ 
 

 

７ 
 

０．０１４ 
 

０．００６～０．０２４ 
 

 

８ 
 

０．０１２ 
 

０．００６～０．０２４ 
 

 

９ 
 

０．０１３ 
 

０．００６～０．０３０ 
 

 

10 
 

０．０１１ 
 

０．００４～０．０１９ 
 

 

11 
 

０．０１２ 
 

０．００４～０．０２６ 
 

 

12 
 

０．００９ 
 

０．００４～０．０２２ 
 

 

１ 
 

０．０１１ ０．００３～０．０３６ 

 

２ 
 

０．０１１ ０．００５～０．０３２ 

 

３ 
 

０．０１７ ０．００３～０．０４３ 

 
・ 上龍華 

 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

二酸化窒素 

ＮＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

０．００２ 
 

 

０．００１～０．００４ 
 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍから 

０．０６ ｐｐｍまでの 
範囲内又はそれ以下 

 

５ 
 

０．００１ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

６ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００３ 
 

 

７ 
 

０．００１ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

８ 
 

０．００１ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

９ 
 

０．００２ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

10 
 

０．００１ ＜０．００１～０．００３ 

 

11 
 

０．００１ ＜０．００１～０．００３ 

 

12 
 

０．００２ ０．００１～０．００５ 

 

１ 
 

０．００２ ０．００１～０．００６ 

 

２ 
 

０． ００２ ０．００１～０．００５ 

 

３ 
 

０．００２ ＜０．００１～０．００５ 

 



１９ 

 

 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

二酸化硫黄 

ＳＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

＜０．００１ 
 

 

＜０．００１～０．００１ 
 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

６ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

７ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

８ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～＜０．００１ 
 

 

９ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～＜０．００１ 
 

 

10 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

 

11 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

 

12 
 

＜０．００１ ＜０．００１～０．００４ 

 

１ 
 

＜０．００１ ＜０．００１～０．００１ 

 

２ 
 

＜０．００１ ＜０．００１～＜０．００１ 

３ ＜０．００１ ＜０．００１～０．００１ 

 

項  目 
 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

 

浮遊粒子状 

物質 

ＳＰＭ 

（mg／㎥ ) 

 

４ 
 

 

０．０１５ 
 

 

０．００３～０．０６３ 
 

 

日平均値が 

０．１０ ｍｇ／㎥以下 

 

５ 
 

０．０１１ 
 

０．００２～０．０１８ 
 

 

６ 
 

０．０１３ 
 

０．００６～０．０２４ 
 

 

７ 
 

０．０１５ 
 

０．００６～０．０２７ 
 

 

８ 
 

０．０１４ 
 

０．００６～０．０３０ 
 

 

９ 
 

０．０１３ 
 

０．００５～０．０３０ 
 

 

10 
 

０．００９ 
 

０．００３～０．０１９ 
 

 

11 
 

０．００９ ０．００２～０．０２１ 

 

12 
 

０．００８ ０．００３～０．０１７ 

 

１ 
 

０．００９ ０．００２～０．０３１ 

 

２ 
 

０．００８ ０．００３～０．０２６ 

 

３ 
 

０．０１３ ０．００２～０．０３８ 



２０ 

 

 ７．大気環境の経月変化グラフ及び風向別平均濃度図 

 （１）大気環境経月変化グラフ 

（令和６年４月～令和７年３月の各月の日平均最大値） 

① 二酸化窒素 ［ 環境基準値 ： ０．０４ ｐｐｍ ～ ０．０６ ｐｐｍ又はそれ以下 ］ 

 

 

② 二酸化硫黄  ［ 環境基準値 ： ０．０４ ｐｐｍ ］ 

 

 

③ 浮遊粒子状物質  ［ 環境基準値 ： ０．１０ ㎎/㎥ ］ 

 



２１ 

 

 （２）大気環境風向別平均濃度図（令和６年４月～令和７年３月） 

          

［測定局名］：伊香立支所 

［測定成分］：二酸化硫黄(ppb) 

［測定局名］：伊香立支所 

［測定成分］：二酸化窒素(ppb) 

［測定局名］：伊香立支所 

［測定成分］：浮遊粒子状物質(μg/㎥) 

［測定局名］：上龍華 

［測定成分］：二酸化窒素(ppb) 

［測定局名］：上龍華 

［測定成分］：浮遊粒子状物質(μg/㎥) 

 

北クリ 

北クリ 

［測定局名］：上龍華 

［測定成分］：二酸化硫黄(ppb) 

 

北クリ 

北クリ 

 

北クリ 

 

北クリ 

 



２２ 

 

 ８．測定車による大気環境測定結果  (「平均値」は各期間の一時間値の平均値、「最小～最

大」は各期間の一時間値の最小、最大を示す。各基準値はP35を参照。) 

地 点 期 間 
二酸化窒素(ppm) 二酸化硫黄(ppm) 浮遊粒子状物質(mg/㎥) 

平均値 最小～最大 平均値 最小～最大 平均値 最小～最大 

途中町 

5/18 

～5/24 

0.003 <0.001 

～0.011 

0.001 <0.001 

～0.002 

0.014 0.001 

～0.023 

8/3 

 ～8/9 

0.002 <0.001 

～0.005 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.017 0.003 

～0.038 

10/19 

 ～10/25 

0.002 <0.001 

～0.009 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.009 0.002 

～0.017 

11/30 

 ～12/6 

0.003 <0.001 

～0.017 

<0.001 <0.001 

 ～0.002 

0.011 0.005 

 ～0.025 

1/25 

 ～1/31 

0.003 0.001 

～0.018 

<0.001 <0.001 

 ～0.001 

0.007 <0.001 

 ～0.020 

北在地

町 

5/18 

～5/24 

0.002 0.001 

～0.005 

0.001 <0.001 

～0.001 

0.012 <0.001 

～0.052 

8/10 

 ～8/16 

0.001 <0.001 

～0.003 

0.001 <0.001 

～0.002 

0.012 0.003 

～0.023 

10/19 

 ～10/25 

0.002 0.001 

～0.006 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.007 <0.001 

 ～0.017 

11/30 

 ～12/6 

0.003 0.001  

～0.012 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.009 0.001 

 ～0.033 

2/1 

 ～2/7 

0.003 0.001 

～0.014 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.010 0.001 

 ～0.040 

伊香立 

中学校 

5/25 

～5/31 

0.002 

 

0.001 

～0.007 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.009 0.001 

～0.023 

8/10 

 ～8/16 

0.001 <0.001 

～0.003 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.012 0.005 

～0.023 

10/26 

 ～11/1 

0.002 <0.001 

～0.008 

<0.001 <0.001 

 ～0.001 

0.011 0.001 

 ～0.026 

12/7 

 ～12/13 

0.002 <0.001 

～0.009 

0.001 <0.001 

 ～0.002 

0.006 0.001 

 ～0.013 

2/8 

 ～2/14 

0.004 0.001 

 ～0.017 

<0.001 <0.001 

 ～0.001 

0.005 <0.001 

～0.016 



２３ 

 

 [３] 令和６年度まとめ 
 

 前年度と比較すると、焼却施設、リサイクル施設及びプラ施設でそれぞれ、ごみの搬入量が減って

おり、一方で、搬入台数は増えています。 

 また、令和６年度上半期と令和７年度上半期を比較しても同様ですが、プラスチックのみ搬入台数

が減少に転じています。 

 原因としては、宅地開発等によりごみ集積場が増え、その地域をカバーするため収集車の台数が増

えていることが考えられます。また、火災対策として令和６年７月より開始したリチウムイオン電池

の分別回収は、びんと併せて回収しており、計量は１台につきリチウムイオン電池１回とびん１回と

で計２回実施しているため、１台の搬入につき、２台分を計上しております。これらが台数増加の要

因と推察されます。 

 

排ガスについては、全ての測定項目について協定値を満足していました。 

 周辺環境の測定において、大気については固定局２ヶ所（伊香立支所、上龍華町）と移動測定局３

ヶ所（途中町、北在地町、伊香立中学校）とも全ての測定項目で環境基準を満足していました。悪臭

も基準値を十分下回っていました。 

河川、池の水質の測定項目については、和邇川の大腸菌数並びに八反池及び重箱池の化学的酸素要

求量が環境基準を超過していましたが、他の項目に関しては環境基準を満足していました。降下ばい

じん、塩化物濃度は例年通り低い値となっていました。土壌、雨水は例年通りの状況で、全体では大

きな変動はありませんでした。 

 ダイオキシン類の測定結果についても、排ガスや灰は協定値及び国が定める基準値を遵守していま

した。また、周辺土壌、河川、池でも例年通り環境基準を満足していました。 

 これらの測定結果から、北部クリーンセンター周辺の環境は継続して良好な状況が維持されていま

した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

大津市北部クリーンセンター 
令和７年度上半期稼働状況 

  

 

 

 

 

 



２４ 

 

[４]  令和７年度上半期稼働状況 

１．ごみの搬入量及び搬入台数 

     （１）焼却施設 

 令和７年度上半期 令和６年度上半期 対前年比（%） 

搬入量 （ｔ） １７，３３９．６４ １７，７１８．６１ －２．１ 

搬入台数（台） １１，６７０ １１,５４８ １．１ 

 

        （２）リサイクル施設 

 令和７年度上半期 令和６年度上半期 対前年比（%） 

搬入量 （ｔ） １，４２４．９７ １，４５１．３０ －１．８ 

搬入台数（台） ７，９６１ ７，９２６ ０．４ 

 

     （３）プラ容器資源化施設 

 令和７年度上半期 令和６年度上半期 対前年比（%） 

搬入量 （ｔ） ８５２．３０ ８７１．５３ －２．２ 

搬入台数（台） ２，０２８ ２，１０５ －３．７ 

 

２． ごみの焼却量  

 令和７年度上半期 令和６年度上半期 対前年比（%） 

１号炉（ｔ） ８，１５４．６５ ８，０８８．６２ ０．８ 

２号炉（ｔ） ９，６７２．４１ ９，４７９．１１ ２．０ 

  計 １７，８２７．０６ １７，５６７．７３ １．５ 

 

 

※なお、「排ガスの状況（施設内設置の自動測定機による測定結果）」及び「大気環境測定結果」については 

Ｐ３１～Ｐ３４に上半期の毎月の測定結果を示している。 

 

 

 

 

 

 



２５ 

 

３．第三者機関による測定結果（※1～3についてはP3、4参照） 

 測定項目 測定月 測定地点 測定結果 

１ 排ガス 

 

4月 

(水銀は4月、7

月、 

ダイオキシン

類 は 4 月 、 7

月、9月） 

 

焼却炉煙道 

 

・窒素酸化物    30 ppm(1号炉) 

 36 ppm(2号炉)  (協定値  50 ppm） 

・塩化水素       4 ppm(1、2号炉) (協定値  50 ppm） 

・硫黄酸化物     3 ppm(1号炉) 

 2 ppm(2号炉)  (協定値  30 ppm) 

・ばいじん       <0.001 g/㎥N(1、2号炉) 

  (協定値 0.01 g/㎥N) 

・水銀        <2 μg/㎥N(1、2号炉) 

  (協定値 30 μg/㎥N) 

・ダイオキシン類 0.0000012 ～ 0.0089 ng-TEQ/㎥N 

（協定値 0.05 ng-TEQ/㎥N）（詳細P26） 

２ 灰中のダイオ

キシン類 

4月、7月 

 

焼却灰、 

飛灰処理物 

・焼却灰      0.00011 ～ 0.0029 ng-TEQ/g 

・飛灰処理物    0.13 ～ 0.22 ng-TEQ/g 

（処理基準値 3 ng-TEQ/g）（詳細P26） 

３ 悪臭 6月 敷地境界2地点 ・臭気指数    2地点とも10未満（規制基準値 15） 

４ 河川及び農業

用池の水質 

5～6月 喜登呂川、 

真野川、 

和邇川、 

重箱池 

・下記以外の全項目  環境基準満足（詳細P27～30） 

（喜登呂川のBOD、重箱池のCODは環境基準超過） 

・ダイオキシン類   0.054 ～ 0.24 pg-TEQ/L 

（環境基準値 1 pg-TEQ/L) （詳細P26） 

５ 土壌 5月 上野台地等 

3地点 

・重金属等10項目   環境基準満足 

（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素等）  

６ 測定車による

大気調査 

6～7月、 

8～9月 

 

途中町、 

北在地町、 

伊香立中学校 

・二酸化窒素     全地点環境基準満足 

・二酸化硫黄     全地点環境基準満足 

・浮遊粒子状物質   全地点環境基準満足（詳細P34）              

７ 降下ばいじん

量及び雨水pH 

 

6～8月 

 

調整池、 

伊香立支所 

・降下ばいじん量   3.8 t/k㎡/月（調整池） 

2.1 t/k㎡/月（伊香立支所） 

(※1  指標値 20 t/k㎡/月) 

・雨水pH       平均 5.6（調整池） 

            平均 6.1（伊香立支所） 

８ 環境大気中の

塩化物濃度 

及び水銀濃度 

6～7月 途中町、 

北在地町、 

伊香立中学校、

上龍華町、 

伊香立支所 

・塩化物濃度      <0.3 ～ 0.4 μg/㎥ 

・水銀濃度      1.2 ～ 2.0 ng/㎥ 

(※2 塩化水素目標環境濃度 0.02 ppm ≒30 μg/㎥以下) 

(※3 水銀指針値：年平均値40 ng/㎥以下) 

９ 環境大気中の

ダイオキシン

類 

5 月 伊香立支所、 

上龍華 

・伊香立支所     0.0033 pg-TEQ/㎥ 

・上龍華       0.0033 pg-TEQ/㎥ 

（環境基準値 0.6 pg-TEQ/㎥以下） 

八反池については滋賀県に

よる改修工事のため未実施 
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４．ダイオキシン類測定結果詳細                         

（１）排ガス 

                             単位：ng-TEQ/㎥N 

      採取場所 

採取日 
１号炉 ２号炉 

令和７年４月１０日 ０．００００４０ ０．００００２６ 

令 和 ７ 年 ７ 月 ３ 日 ０．００８９ ０．００１３ 

令 和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 ０．０００１０ ０．０００００１２ 

協定値  ：  ０．０５ ng-TEQ/㎥N 

排出基準値 ：  １ ng-TEQ/㎥N 

 

（２）焼却灰（主灰）及び飛灰処理物 

                                                         単位：ng-TEQ/g 

      採取場所 

採取日 

焼却灰（主灰） 飛灰処理物 

（※） １号炉 ２号炉 

令和７年４月１０日 ０．００２９ ０．００１６ ０．２２ 

令 和 ７ 年 ７ 月 ３ 日 ０．０００１１ ０．０００１３ ０．１３ 

※飛灰処理物とは、最終処分する際の飛散防止、重金属の溶出防止等の為、飛灰を 

薬剤処理したもの。 

    処理基準値 ： ３ ng-TEQ/g 

 

（３）周辺河川及び農業用池 

                          単位：pg-TEQ/L 

       採取場所    

採取日     
重箱池 喜登呂川 和邇川 

令和７年５月１６日 0.054 0.055 0.066 

       採取場所    

採取日     
真野川 

八反池は改修工事中。 

降雨による濁水のため、 

真野川のみ別日に採取。 令和７年６月２０日 0.24 

環境基準値 ： １ pg-TEQ/L 
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５．水質測定結果詳細 

（１）河川 

採水日：５月２６日 

  測定項目 単位 喜登呂川 真野川 和邇川 環境基準値 

1 水素イオン濃度   ６．８ ７．０ ７．４ ６．５～８．５ 

2 生物化学的酸素要求量 mg／Ｌ ２．１ １．５ １．８ ＜２ 

3 浮遊物質量 mg／Ｌ  ３．４ ３．０ ＜１．０ ＜２５ 

4 大腸菌数 CFU/100mL １５０ ２５０ ５５ ＜３００ 

5 溶存酸素 mg／Ｌ ９．５ ９．６ ９．９ ＞７．５ 

6 カドミウム及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．００３ 

7 シアン化合物 mg／Ｌ 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

8 鉛及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０１ 

9 六価クロム化合物 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０２ 

10 ヒ素及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０１ 

11 水銀及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ 

12 アルキル水銀化合物 mg／Ｌ 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

13 PCB mg／Ｌ 不検出 不検出 不検出 検出されないこと 

14 ジクロロメタン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０２ 

15 四塩化炭素 mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

16 1,2-ジクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００４ ＜０．０００４ ＜０．０００４ ＜０．００４ 

17 1,1-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．１ 

18 シス-1,2-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．０４ 

19 1,1,1-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜１ 

20 1,1,2-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

21 トリクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ 

22 テトラクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０１ 

23 1,3-ジクロロプロペン mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

24 チウラム mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

25 シマジン mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．０００３ ＜０．００３ 
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 測定項目 単位 喜登呂川 真野川 和邇川 環境基準値 

26 チオベンカルブ mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０２ 

27 ベンゼン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ 

28 セレン及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．０１ 

29 フッ素化合物 mg／Ｌ ＜０．０８ ＜０．０８ ＜０．０８ ＜０．８ 

30 ホウ素含有量 mg／Ｌ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜１ 

31 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg／Ｌ ０．２９ ０．５２ ０．５１ ＜１０ 

32 化学的酸素要求量 mg／Ｌ ３．８ ３．４ ３．２ ― 

33 ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 mg／Ｌ ＜０．５ ＜０．５ ＜０．５ ― 

34 フェノール類含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ― 

35 銅含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

36 亜鉛含有量 mg／Ｌ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ― 

37 溶解性鉄含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

38 溶解性マンガン含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ― 

39 クロム含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ― 

40 アンチモン含有量 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ― 

41 総窒素 mg／Ｌ ０．４４ ０．５１ ０．３８ ― 

42 総りん mg／Ｌ ０．０２９ ０．０２１ ０．０１７ ― 

43 塩素イオン mg／Ｌ ７．０ ５．７ １２ ― 

44 1,4-ジオキサン mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．００５ ＜０．０５ 
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（２）農業用池 

採水日：５月２６日 

  測定項目 単位 重箱池 環境基準値 

1 水素イオン濃度   ６．７ ６．５～８．５ 

2 生物化学的酸素要求量 mg／Ｌ ３．５  － 

3 浮遊物質量 mg／Ｌ ２．６ ＜１５ 

4 大腸菌数 CFU/100mL ４１  － 

5 溶存酸素 mg／Ｌ ８．３ ＞５ 

6 カドミウム及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．００３ 

7 シアン化合物 mg／Ｌ 不検出 検出されないこと 

8 鉛及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．０１ 

9 六価クロム化合物 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜０．０２ 

10 ヒ素及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００５ ＜０．０１ 

11 水銀及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０００５ 

12 アルキル水銀化合物 mg／Ｌ 不検出 検出されないこと 

13 PCB mg／Ｌ 不検出 検出されないこと 

14 ジクロロメタン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．０２ 

15 四塩化炭素 mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

16 1,2-ジクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００４ ＜０．００４ 

17 1,1-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．１ 

18 シス-1,2-ジクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００４ ＜０．０４ 

19 1,1,1-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜１ 

20 1,1,2-トリクロロエタン mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

21 トリクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．０１ 

22 テトラクロロエチレン mg／Ｌ ＜０．０００５ ＜０．０１ 

23 1,3-ジクロロプロペン mg／Ｌ ＜０．０００２ ＜０．００２ 

24 チウラム mg／Ｌ ＜０．０００６ ＜０．００６ 

25 シマジン mg／Ｌ ＜０．０００３ ＜０．００３ 
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  測定項目 単位 重箱池 環境基準値 

26 チオベンカルブ mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．０２ 

27 ベンゼン mg／Ｌ ＜０．００１ ＜０．０１ 

28 セレン及びその化合物 mg／Ｌ ＜０．００２ ＜０．０１ 

29 フッ素化合物 mg／Ｌ ＜０．０８ ＜０．８ 

30 ホウ素含有量 mg／Ｌ ＜０．１ ＜１ 

31 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg／Ｌ ＜０．０１ ＜１０ 

32 化学的酸素要求量 mg／Ｌ ６．４ ＜５ 

33 ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 mg／Ｌ ＜０．５ ― 

34 フェノール類含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ― 

35 銅含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ― 

36 亜鉛含有量 mg／Ｌ ＜０．００３ ― 

37 溶解性鉄含有量 mg／Ｌ  ０．２４ ― 

38 溶解性マンガン含有量 mg／Ｌ ＜０．０５ ― 

39 クロム含有量 mg／Ｌ ＜０．０１ ― 

40 アンチモン含有量 mg／Ｌ ＜０．００２ ― 

41 総窒素 mg／Ｌ  ０．１６ ＜１ 

42 総りん mg／Ｌ   ０．０３３ ＜０．１ 

43 塩素イオン mg／Ｌ ３．１ ― 

44 1,4-ジオキサン mg／Ｌ  ＜０．００５ ＜０．０５ 
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６．排ガスの状況（施設内設置の自動測定機による測定結果） 

 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最大 

 

協定値 
 

窒素酸化物 

ＮＯｘ 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

３０ ３３ 

日平均値が 

５０ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

３０ ３３ 

 

６ 
 

２９ ３２ 

 

７ 
 

３０ ３２ 

 

８ 
 

２８ ３１ 

 

９ 
 

３０ ３１ 

塩化水素 

ＨＣＬ 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

１０ １７ 

日平均値が 

５０ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

１３ １７ 

 

６ 
 

９ １２ 

 

７ 
 

１１ １８ 

 

８ 
 

１１ １７ 

 

９ 
 

１０ １１ 

硫黄 

酸化物 

ＳＯｘ 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

２ ５ 

日平均値が 

３０ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

３ ５ 

 

６ 
 

１ ３ 

 

７ 
 

３ ４ 

 

８ 
 

２ ４ 

 

９ 
 

１ ２ 

ばいじん 

(g/㎥Ｎ) 

 

４ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

日平均値が 

０．０１ ｇ／㎥Ｎ以下 

 

５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

６ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

７ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

８ 
 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

９ 
 

 

＜０．００５ 
 

 

＜０．００５ 
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７．大気環境測定結果 

（１）伊香立支所 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

 

二酸化窒素 

ＮＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

０． ００２ 
 

 

０．００１～０．００４ 
 

 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍから 

０．０６ ｐｐｍまでの 

範囲内又はそれ以下 

 

 

５ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００４ 
 

 

６ 
 

０．００２ 
 

＜０．００１～０．００６ 
 

 

７ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００４ 
 

 

８ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００３ 
 

 

９ 
 

０．００２ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

二酸化硫黄 

ＳＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

＜０．００１ 
 

 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍ以下 

 

 

５ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

６ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

７ ＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００２ 
 

 

８ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

９ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

浮遊粒子状 

物質 

ＳＰＭ 

（mg／㎥） 

 

４ 
 

 

０．０１８ 
 

 

０．００４～０．０３３ 
 

 

日平均値が 

０．１０ ｍｇ／㎥以下 

 

５ 
 

０．０１６ 
 

０．００５～０．０３８ 
 

 

６ 
 

０．０１６ 
 

０．００４～０．０２９ 
 

 

７ 
 

０．０２１ 
 

０．００６～０．０６２ 
 

 

８ 
 

０．０１１ 
 

０．００６～０．０２０ 
 

 

９ 
 

０．００７ 
 

０．００３～０．０１５ 
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（２）上龍華 
 

項  目 
 

 

月 
 

 

平均値 
 

 

最小～最大 
 

 

国の環境基準値 
 

二酸化窒素 

ＮＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

０．００２ 
 

 

＜０．００１～０．００３ 
 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍから 

０．０６ ｐｐｍまでの 
範囲内又はそれ以下 

 

５ 
 

０．００２ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

６ 
 

０．００２ 
 

＜０．００１～０．００４ 
 

 

７ 
 

０．００２ 
 

０．００１～０．００４ 
 

 

８ 
 

０．００１ 
 

＜０．００１～０．００２ 
 

 

９ 
 

０．００１ 
 

＜０．００１～０．００２ 
 

二酸化硫黄 

ＳＯ2 

（ｐｐｍ） 

 

４ 
 

 

＜０．００１ 
 

 

＜０．００１～０．００１ 
 

日平均値が 

０．０４ ｐｐｍ以下 

 

５ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００３ 
 

 

６ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

７ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

８ 
 

＜０．００１ 
 

＜０．００１～０．００１ 
 

 

９ 
 

＜０．００１ 
 

<０．００１～０．００１ 
 

 

浮遊粒子状 

物質 

ＳＰＭ 

（mg／㎥ ) 

 

４ 
 

 

０．０１５ 
 

 

０．００３～０．０３０ 
 

 

日平均値が 

０．１０ ｍｇ／㎥以下 

 

５ 
 

０．０１３ 
 

０．００３～０．０３５ 
 

 

６ 
 

０．０１５ 
 

０．００５～０．０３２ 
 

 

７ 
 

０．０２４ 
 

０．００６～０．０７２ 
 

 

８ 
 

０．０２１ 
 

０．０１０～０．０３６ 
 

 

９ 
 

０．０１３ 
 

０．００５～０．０３１ 
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 （３）測定車  (「平均値」は各期間の一時間値の平均値、 

「最小～最大」は各期間の一時間値の最小、最大を示す。各基準値はP35を参照。) 

地 点 期 間 
二酸化窒素(ppm) 二酸化硫黄(ppm) 浮遊粒子状物質(mg/㎥) 

平均値 最小～最大 平均値 最小～最大 平均値 最小～最大 

途中町 

7/12 

～7/18 

0.002 0.001 

～0.005 

<0.001 <0.001 

～0.001 

0.012 <0.001 

～0.031 

9/6 

 ～9/12 

0.002 <0.001 

～0.006 

0.001 0.001 

～0.002 

0.014 <0.001 

～0.034 

北在地町 

7/5 

～7/11 

0.002 0.001 

～0.006 

0.001 <0.001 

～0.003 

0.038 0.003 

～0.135 

8/30 

 ～9/5 

0.003 0.001 

～0.006 

0.001 0.001 

～0.002 

0.014 <0.001 

～0.049 

伊香立 

中学校 

6/28 

～7/4 

0.003 

 

<0.001 

～0.007 

0.001 <0.001 

～0.004 

0.044 0.005 

～0.126 

8/23 

 ～8/29 

0.003 0.001 

～0.009 

<0.001 <0.001 

～0.002 

0.024 0.002 

～0.061 
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１．窒素酸化物（ＮＯｘ） 

    ・物の燃焼等によって生じる窒素と酸素の化合物です。 

    ・発生源として工場・事業所・自動車があります。 

    ・大気汚染で問題となるのは、一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ2 ）です。 

２．硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

    ・石炭・重油などの燃料に含まれている硫黄分が燃焼することによって発生します。 

    ・発生源として工場・事業所・ディーゼル自動車などがあります。 

    ・その大部分は、二酸化硫黄（ＳＯ2 、亜硫酸ガスとも言う。）として排出されます。 

３．塩化水素（ＨＣｌ） 

    ・ポリ塩化ビニルなど塩素が含まれるものの燃焼に伴って発生します。 

    ・ポリ塩化ビニルの製品には、たまごのパック、波板、ホース、家庭用ラップ、ハムソーセージの

包装用フィルムなどがあります。 

４．ばいじん 

    ・燃料その他の物の燃焼に伴って発生する排ガス中に含まれる細かい灰や、ススを言います。 

５．浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

    ・大気中に浮遊するちりのうち、粒径が１０ミクロン（μｍ）以下のものを言います（１ミクロン

は１ミリメートルの１／１０００であり、髪の毛の太さの１／３０程度です。）。ＳＰＭのうち、

粒径が２．５ミクロン（μｍ）以下のものは特にＰＭ２．５と呼ばれています。 

    ・大気中に浮遊するような微細な粒子の発生は、物の破砕や土砂の巻き上げなどの自然によるもの

（粉じん）と、石炭・石油などの燃料や廃棄物の燃焼及び自動車の排気ガスなどによるもの（ば

いじん）とがあります。 

６．国の大気環境基準 

    ・人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準と定義されています。 

①二酸化窒素：１時間値の１日平均値が０．０４ｐｐｍから０．０６ｐｐｍまでの範囲内、 

またはそれ以下であること。 

      ②二酸化硫黄：１時間値の１日平均値が０．０４ｐｐｍ以下であり、かつ１時間値が 

０．１ｐｐｍ以下であること。 

      ③浮遊粒子状物質：１時間値の１日平均値が０．１ｍｇ／㎥ 以下であり、かつ１時間値が 

０．２ｍｇ／㎥ 以下であること。       

７．ｐｐｍ（ピーピーエム） 

    ・微量に含まれる物質の量の割合を表す濃度の単位で、百万分の１を示します。 

８．ｐｐｂ（ピーピービー） 

    ・微量に含まれる物質の量の割合を表す濃度の単位で、十億分の１を示します。 

 

 

用語解説 
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９．ｍｇ／㎥ Ｎ（ミリグラム、パー、ノルマルリュウベ） 

    ・大気関係で多く用いられる濃度の単位で、１Ｎ㎥ （ノルマルリュウベ：排ガス１㎥ を０°Ｃ、

１気圧に換算）中に含まれるその物質の重量を表します。 

    ・１ｍｇ／㎥ Ｎは、１Ｎ㎥ の大気（排ガス）中に１ｍｇの物質が存在する濃度を言います。 

10．単位の接頭語  基本単位（ｇ，ｍなど）につけて構成します。 

記号：名 称 μ：マイクロ ｎ：ナノ ｐ：ピコ 

倍 数 
×１／１００万 

（×１０-６） 

×１／１０億 

（×１０-9） 

×１／１兆 

（×１０-12） 

11．酸性雨（雨水ｐＨ） 

    ・大気汚染物質に基づく雨水の質的変化は、主に酸性度によって評価され、指標としてｐＨが用い

られています。ｐＨは７が中性で、７よりも小さな値になるほど強酸性、７よりも大きな値にな

るほど強アルカリ性であることを示しています。 

    ・雨水が大気中の炭酸ガス等と平衡を保つ酸性度はｐＨ５．６程度であるため、ｐＨ５．６以下の

雨水を広い意味における酸性雨と定義しています。 

12．降下ばいじん 

    ・大気中の汚染物質のうち自己の重量によりまたは雨によって沈降するばい煙、粉じんその他の不

純物で、１ケ月ごとのトン単位（ｔ／ｋｍ2 ／月）で示されます。 

13. 塩化物 

    ・大気中に浮遊している粉じんのうち、特に塩化水素や塩素由来の化合物を言います。 

14. ダイオキシン類 

    ・他の多くの化学物質とは異なり、製造を目的として生成されたものではなく、炭素、酸素、水素、

塩素が熱せられるような行程で意図せずにできてしまうもので、廃棄物の焼却過程や金属精錬の

燃焼行程、紙などの漂白行程などで発生します。 

15. ＴＥＱ（毒性等値換算濃度） 

  ・ダイオキシン類は多くの同族体及び異性体を持ち、それぞれ毒性が異なることから、最も毒性が

強い「２，３，７，８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン」を基準に定められた係数を基に 

換算した値で毒性の評価を行います。その換算した値がＴＥＱです。 

16. 生物化学的酸素要求量（BOD） 

・水中の有機汚濁物質を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁

は著しいと判断されます。 

17. 化学的酸素要求量（COD） 

・水中の有機汚濁物質等を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもの。

値が大きいほど水質汚濁は著しいと判断されます。 



悪臭調査地点

３７

敷地境界２地点



水質調査地点

３８

和邇川

八反池

重箱池

喜登呂川

真野川



土壌・玄米調査地点

３９

下在地町

上野台地


